
　いつ、どこで発生するか分からない災害ですが、私たちの事前の取り組みで、被害を最小限に
抑えることができます。家庭や地域で「できるところから」始めましょう。

９月１日は「防災の日」、はじめよう身近な防災・減災

○家の中や周囲の安全対策をしましょう
　家具は、安全なスペースが確保できるよう配置換えをし、転倒防止のため、柱などに金具や固定器具を使っ
て固定します。寝室に置く場合は、体の上に倒れてこないようにしましょう。また、ガラスが飛び散らないよ
うに、飛散防止のフィルムを張りましょう。外にある倉庫やブロック塀などの点検も、忘れずに行いましょう。
○非常持出品などを準備しましょう
　飲料水や食料、懐中電灯、ラジオなど、担いで運べる最小限のものを
持出し、袋に準備しておきましょう。非常食やメガネ、常備薬の用意や、
賞味期限、使用期限の確認も忘れずに。
○家族や地域で話し合いましょう
　災害発生時の避難経路、避難場所、家族が離れ離れになった場合の連絡方法の確認など、防災について家
族や地域で話してみましょう。

平
成
30
年
度
救
急
医
療
週
間
に
係
る

Ａ
Ｅ
Ｄ
体
験
の
実
施
に
つ
い
て

　

９
月
９
日
（
日
）
か
ら
９
月
14
日

（
金
）
ま
で
の
６
日
間
、
福
島
消
防

署
前
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
体
験
コ
ー
ナ
ー
と
し

て
テ
ン
ト
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
消

防
車
両
の
乗
車
体
験
も
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
期
間
中
、
普
通
救
命
講
習

も
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
受
講
希

望
の
方
は
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
実
施
場
所

　

福
島
消
防
署

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

福
島
消
防
署
救
急
通
信
係

　

☎
４
７-

２
１
１
９

消
火
栓
の
点
検
及
び

放
水
試
験
に
つ
い
て

　

消
火
栓
の
点
検
及
び
放
水
試
験
を

次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　

点
検
の
際
、
水
道
水
が
多
少
濁
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご

理
解
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

な
お
、
実
施
当
日
は
、
消
防
車
等
で

事
前
に
皆
様
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

■
日
時

　

�

９
月
25
日
（
火
）
か
ら
10
月
５
日

（
金
）
ま
で

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
正
午
ま
で

　
（
土
・
日
・
祝
日
は
実
施
し
ま
せ
ん
）

■
範
囲

　

千
軒
地
区
を
除
く
全
町

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

福
島
消
防
署

　

☎
４
７-

２
１
１
９

は
こ
だ
て
福
島
会
総
会
が

開
催
さ
れ
ま
す

　

函
館
市
近
郊
在
住
者
で
、
ふ
る
さ

と
で
あ
る
福
島
町
の
発
展
と
、
福
島

町
に
縁
の
あ
る
方
々
と
の
親
睦
、
交

流
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立

さ
れ
た
「
は
こ
だ
て
福
島
会
」
の
平

成
30
年
度
総
会
が
、
次
の
と
お
り
開

催
さ
れ
ま
す
。

　

多
数
の
参
加
と
新
規
会
員
の
募
集

を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
参
加
希
望

の
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　

10
月
６
日
（
土
）

　

午
後
６
時　
　
　

総
会

　

午
後
６
時
30
分　

懇
親
会

■
場
所

　

ホ
テ
ル
函
館
ロ
イ
ヤ
ル

　
（
函
館
市
大
森
町
16-

９
）

■
参
加
費

　

懇
親
会
費　

６
，
０
０
０
円

■
参
加
締
切

　

９
月
20
日
（
木
）
ま
で

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

は
こ
だ
て
福
島
会

　

幹
事
長　

富
山　

春
巳

　

☎
０
９
０-

９
４
３
２-

１
１
９
０

「
全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日
相
談
所
・

講
演
会
」
を
開
設
し
ま
す

　

函
館
地
方
法
務
局
で
は
、
土
地
・

建
設
・
会
社
に
関
す
る
登
記
、
相
続

の
相
談
、
土
地
の
境
界
問
題
、
い
じ

め
や
虐
待
な
ど
の
人
権
問
題
、
無
戸

籍
問
題
、
相
続
税
な
ど
の
税
金
に
関

す
る
問
題
な
ど
の
相
談
所
・
講
演
会

を
開
設
し
ま
す
。
相
談
所
、
講
演
会

と
も
に
予
約
が
必
要
で
す
。

■
日
時

　

10
月
７
日
（
日
）

【
相
談
所
】

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

【
講
演
会
】

　

午
前
10
時
か
ら
午
前
11
時
ま
で

※�

公
証
人
に
よ
る
遺
言
の
講
演
会
と

な
り
ま
す
。

■
会
場

　

函
館
地
方
法
務
局

■
予
約

　

�

10
月
４
日
（
木
）
ま
で
の
平
日
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

ま
で

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

函
館
地
方
法
務
局

　

☎
０
１
３
８-

２
３-

９
５
１
６

お問い合わせ先 総務課　総務防災係 ☎４７- ３００１

〔　〕23


